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4 原子炉建屋クレーンの耐震補強について 

 

1. 原子炉建屋クレーンの地震時の要求事項 

  原子炉建屋クレーンは，耐震Ｂクラスであるが，第 1 図に示すとおり原子

炉建屋 6 階面に位置し，地震時により損傷し落下することにより，使用済燃

料プール等の耐震Ｓクラス設備に波及的影響を及ぼす恐れがある。 

  このため，耐震Ｓクラス設備への波及的影響防止の観点から基準地震動 

 ＳＳに対して落下防止を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 原子炉建屋クレーン配置図 

 

2. 落下防止対策の計画概要 

  原子炉建屋クレーンの構造概要図を第 2 図に示す。原子炉建屋クレーンは，

原子炉建屋に設置された走行レール上をガーダ及びサドル（以下「クレーン

本体」という。）が走行し，またクレーン本体上に設置された横行レールをト

ロリが横行する構造である。原子炉建屋クレーンの各構造として，クレーン

原子炉建屋クレーン

6 階面平面図 

原子炉建屋クレーン

使用済燃料 

プール 
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本体及びトロリの落下防止対策について以下に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 原子炉建屋クレーン構造概要図 

 

 (1)  クレーン本体の落下防止対策 

   クレーン本体の落下防止対策については，ガーダに取り付けられた落下

防止金具の構造を変更することにより行う。クレーン本体の落下防止対策

概要を第 3 図に示す。 

   旧構造は，落下防止金具の突起部をクレーンガーダの下部まで突き出す

ことによりクレーン本体の浮き上がりを防止する設計としていた。本設計

においては，クレーン本体の浮き上がり時に，落下防止金具の突起部とク

レーンガーダとの衝突により過大な曲げ応力が生じる。参考として，設置

変更許可申請時における基準地震動ＳＳ（以下「申請時ＳＳ」という。）を

用いた場合の旧構造の落下防止金具の評価結果を第 1 表に，評価断面を第

4 図に示す。 

   このため，落下防止金具とクレーンガーダとの関係から落下防止機能を

有する長さが，クレーン本体の浮き上がり量に対して，余裕を有している

ことを確認することでクレーン本体の落下防止を図る設計とした。なお，

走行レール 

ガーダ 

サドル 

トロリ 

横行レール 
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審査を経て変更した基準地震動ＳＳにおけるクレーン本体の浮き上がり量

は，約 10mm＊であり，落下防止金具がクレーン本体の落下防止機能を有す

る長さ約 160mm よりも余裕を有することを現時点で確認している。 

＊：現状の評価結果であり，今後変更の可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図 クレーン本体の落下防止対策概要図 

 

第 1 表 申請時ＳＳを用いた旧構造の落下防止金具の評価結果 

応力分類 応力値(ＭＰａ) 許容値（ＭＰa）

圧縮 37 253 

曲げ 368 253 

せん断 115 146 
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第 4 図 旧構造の評価に用いた評価断面図 

 

 (2) トロリの落下防止対策 

   トロリの落下防止対策概要を第 5 図に示す。旧構造は，落下防止のため

の構造物が設置されていないため，トロリに新たにトロリストッパを追設

する。トロリストッパを追設に当たり，トロリストッパとガーダ部材との

関係から落下防止機能を有する長さがトロリの浮き上がり量に対して，余

裕を有していることを確認することでトロリの落下防止を図る設計とした。 

   なお，審査を経て変更した基準地震動ＳＳにおけるトロリの浮き上がり

量は，約 40mm＊であり，トロリストッパがトロリの落下防止機能を有する

長さ約 200mm よりも余裕を有することを現時点で確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 図 トロリの落下防止対策概要図  
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＊：現状の評価結果であり，今後変更の可能性がある。
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3. 原子炉建屋クレーンの他サイト不具合事例の確認 

  東海第二発電所の原子炉建屋クレーン耐震補強に対する影響の観点から他

サイトの原子炉建屋クレーンの不具合事例の確認を行った。 

  新潟県中越沖地震において，柏崎刈羽発電所６号機の原子炉建屋天井クレ

ーンに不具合が発生している。当不具合事例は，原子炉建屋天井クレーンの

走行電動用継手部（以下「ユニバーサルジョイント」という。）の車輪側のク

ロスピンが，地震により損傷していた事例である。第 6 図に示すとおりユニ

バーサルジョイントは，電動機からの動力を車輪部に伝達する装置であり，

東海第二発電所の原子炉建屋クレーン耐震補強とは関係しないものと考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 図 ユニバーサルジョイント構造概要図 


